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(2)生命保険金は特別受益になるのか？ 

 

 

 

(3)贈与の価額はいつを基準に計算するのか？ 

 持ち戻し計算の対象になる「贈与」は贈与財産の評価金額になりますので，贈与財産はいつを

基準に評価するのかということは問題になりますが，それは相続開始時です（民 904）。 

 

 


